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第３節 アレルギー疾患対策の推進 

◆  アレルギー疾患対策の推進  ◆ 

  

 

 

 

 

現    状 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１ アレルギー疾患患者の現状 

アレルギー疾患は種類や病態が多様で、症状の悪化と改善を繰り返し、生活に影響を及ぼす

ことが多い慢性疾患です。近年、患者は増加傾向にあります。 

このような状況を踏まえ、平成 27（2015）年 12 月にアレルギー疾患対策基本法が施行

され、国は平成 29（2017）年 3 月にアレルギー疾患対策の推進に関する基本方針を策定し

ました。 

都では、平成 29（2017）年度に「東京都アレルギー疾患対策推進計画」を策定し、アレ

ルギー対策に係る施策の方向性を、①適切な自己管理や生活環境の改善のための取組、②患者

の状態に応じた適切な医療やケアを提供する体制の整備、③生活の質の維持・向上を支援する

環境づくりとしました。 

平成 26（2014）年 10 月に行われた「アレルギー疾患に関する 3 歳児全都調査」による

と、3 歳までに何らかのアレルギーにり患している児は約 4 割を占め、食物アレルギーは依

然として増加傾向にあります。 

また、同年行われた「アレルギー疾患に関する施設調査」では９割を超える施設でアレルギ

ーのある児を受け入れており、過去 1 年以内に食物アレルギーを経験した施設は 2 割で、そ

のうち 6 割が初発だったと回答しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

資料：東京都福祉保健局「アレルギー疾患に関する 3歳児全都調査」(平成 26(2014)年度） 

市民がアレルギー疾患の発症防止や重症化予防のためのセルフケアができるよう、正し

い知識の普及啓発と多様なアレルギー疾患に応じる相談体制を整備します。 

食物アレルギーなどの緊急時に適切に対応できるよう関係機関との連携を強化し、施設

職員等の人材育成に努めます。 

各アレルギー疾患のり患状況の推移 

（３歳までにアレルギー症状有かつ診断された児の割合） 

３歳までに何らかのアレルギー症状有 

かつ診断された児の割合 (％) (％) 
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２ 花粉症の現状 

東京都が平成 28（2016）年度に実施した花粉症患者実態調査では、都内（島しょ地域を

除く）のスギ花粉症有病率は 48.8％と推定され、都民のおよそ 2 人に 1 人がスギ花粉症に罹
り

患している結果になります。また、東京都の花粉症対策については、「花粉症の根本的な治療

方法の研究」、「スギ林等の伐採や枝打ちで飛散花粉を減らす」、「花粉症の基礎知識や予防対策

等の情報提供」などを希望していました。 

現在、東京都では総合的な花粉症対策として、花粉の少ない森づくり等の花粉発生源対策や、

花粉自動測定・予報システムの運用、花粉症予防･治療に関する普及啓発を進めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課    題 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 アレルギー疾患は近年増加しており、社会的にも大きな問題となっています。アレルギー疾患

は、現在のところ根治療法は確立しておらず、「自己管理可能な疾患」にすることが重要な対策

となっています。 

また、保育所・学校等では、ぜん息発作や食物アレルギー・アナフィラキシー1を起こした子

供の対応が求められる場合があり、緊急時に適切な対応をするために平常時から保護者や職員間

で共通認識をもっておくことが必要です。 

そのため、患者や子供の保護者のセルフケアのスキルの向上と適切な医療の継続のための相

談・支援活動の充実や、地域関係機関の連携の強化など、様々な角度から総合的にアレルギー疾

患対策を推進していくことが重要です。 

スギやヒノキなどの花粉症の予防は、吸い込む花粉の量を減らすことです。そのためには、地

域の花粉の飛散状況や予報等の情報を的確に提供する必要があります。 

 加えて、花粉症の予防や新たな治療法を含む花粉症治療に関する正しい知識の普及啓発を行い、

花粉症予防対策を推進することが重要です。 

                                                
1 アナフィラキシー：アレルギー症状が複数の臓器（皮膚、呼吸器、消化器など）に現れ、時に血圧低下などの

ショック症状（アナフィラキシーショック）を引き起こすことがあり、生命の危険を伴う。 

都内のスギ花粉症推定有病率の推移 

都内の年齢区分別スギ花粉症推定有病率の推移 

注：各回調査では判定基準等に変更点があるため、変化を単純に比較できない。 

資料：東京都福祉保健局「花粉症患者実態調査報告書（平成 28(2016)年度）」 

10.0% 19.4% 28.2% 48.8%

第4回調査

H18年度
（2006）

第3回調査

H8年度
（1996）

第2回調査

S58～S62年度
（1983～1987）

第1回調査

推定有病率

調査年度
H28年度

（2016）

0～14歳 2.4% 8.7% 26.3% 40.3%

15～29歳 14.6% 22.1% 37.1% 61.6%

30～44歳 16.1% 34.0% 32.2% 57.0%

45～59歳 7.3% 19.5% 33.5% 47.9%

2.7% 8.1% 14.2% 37.4%

第2回調査 第3回調査 第4回調査年　齢 第1回調査

60歳以上  
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今後の取組 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

 

 

 

アレルギー疾患を持つ患者や子供の保護者が日常生活管理を適切にできるよう、アレルギーの

正しい知識や情報の普及啓発を実施します。また身近なところで適切な相談が受けられ、専門医

にも相談できるよう、地域関係機関の連携の強化など、様々な角度から総合的なアレルギー疾患

対策を推進していくことを目指します。 

保健・医療・福祉・教育等のアレルギー疾患対策に関わる関係者や関係機関が連携し、発症リ

スクの低減のための環境改善指導、正しい知識の普及啓発、各種相談等を推進することにより、

市民の日常生活における予防対策の実践を支援します。 

 

 保健医療の指標 

項目 方向・目標値 把握方法 

発症及び重症化予防に関する普及啓発 充実させる 
市からの報告 

事業報告等 

 

実施主体 具体的な施策（取組目標） 

市民 
◇アレルギーに関する正しい理解 

◇アレルギー疾患の未然防止や重症化予防のためのセルフケアスキルの獲得 

事業者 ◇食品に含まれるアレルギー物質にかかる適切な表示の徹底 

医療機関 
◇アレルギー疾患の治療と相談及び予防教育 

◇関係機関への情報提供 

保育所・学校等 

◇普及啓発・情報提供 

◇疾患を有する児童の保護者に対する施設の具体的な取組の周知 

◇ガイドライン等に基づく発症予防及び発生時対応の徹底 

市 
◇アレルギーに関する正しい知識の普及啓発 

◇母子保健事業を通じたアレルギー相談の充実 

保健所 

◇普及啓発・情報提供  

◇アレルギーに関する多様な相談への対応 

◇関係機関の連携の促進、人材育成（研修・講演会） 

発症及び重症化予防に関する正しい知識の普及啓発・情報提供 
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花粉症予防のため、地域の飛散花粉状況や飛散花粉予報等の情報をホームページ等により提供

するとともに、花粉症の予防・治療に関する正しい知識の普及啓発を行っていきます。 

また、これらの花粉症予防対策の一環として、年間を通した飛散花粉数の調査を行っていきま

す。 

 実施主体 具体的な施策（取組目標） 

市民 ◇花粉症に関する正しい理解と適切な対策の実践 

医療機関  ◇花粉症の治療及び治療に関する情報提供 

保健所 ◇飛散花粉数の調査、飛散状況の情報提供及び普及啓発 

 

 保健医療の指標 

項目 方向・目標値 把握方法 

花粉症予防及び治療に関する普及啓発 充実させる 事業報告等 

飛散花粉数調査と花粉症予防対策の普及啓発 

「アナフィラキシー対応ホットライン」 

（公立昭和病院、小平市、西東京市） 

公立昭和病院では、小平市や西東京市などの構成市とアナフィラキシー対応ホットラインの

協定を結んでいます。この協定により、市内の公立小学校等において、食物アレルギーやアナ

フィラキシーショックの症状が疑われた場合に、ホットラインで小児科医師へ直接相談等がで

きるようになりました。相談では、エピペン※の使用及び救急車の要請の可否等について、判

断を仰ぐことができ、迅速な処置・対応によって児童・生徒の命の危険を回避することにつな

がります。 

また、この協定に基づきホットラインを利用している施設と年に１回ミーティングを行い、

より良い運用に向けて学校等の施設、医師会等と顔の見える連携を進めています。構成市内の

子供を預かる施設の職員を対象に、エピペンの手技やＡＥＤの使用方法についての講習会も定

期的に実施しています。 

 

※エピペン：アナフィラキシー症状を緩和するために自己注射する補助治療薬。緊急時には、

学校・保育所等の教職員が本人に代わってエピペンを注射することも想定される。 

コラム 
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スギ花粉症の舌下免疫療法 

スギ花粉症を根本的に治すことが期待できる治療法として、『アレルゲン免疫療法』があり

ます。 

日本では、以前から皮下注射法が実用化されていましたが、2 年以上通院して注射を打た

なければならないなどの理由から、あまり普及しませんでした。 

そこで、都ではもっと利用しやすい根本的な治療法の開発・普及を目指し、スギ花粉症の舌

下免疫療法の臨床研究を行いました（平成 18（2006）年 6 月～平成 21（2009）年 4

月）。その結果、症状が消失又は軽減した症例は約 7 割であり、有効性が確認され、平成 26

（2014）年秋に、スギ花粉症の舌下免疫療法が保険適用となりました。 

この治療法は、皮下注射法に比べて通院回数が少なく、自宅で行え、苦痛や重大な副作用の

少ないことが特徴です。ただし、花粉症の症状が出ている時は、この治療を始めることができ

ません。（東京都「花粉症一口メモ」より抜粋） 

 

 

 

 

コラム 
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第４節 感染症対策の推進 

◆  感染症対策の推進  ◆ 

 

 

 

 

 

現    状 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 感染症の発生状況 

平成 26（2014）年 3 月から約 2 年間にわたり西アフリカでエボラ出血熱が流行しました。

また、同年 8 月に蚊媒介感染症であるデング熱の国内感染患者が約 70 年ぶりに発生したり、

平成 27（2015）年５月から 7 月にかけてＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）が韓国で感染拡大

するなど、世界各地で脅威となる新興・再興感染症が相次いで発生しています。国際化の進展

により、感染症は瞬く間に世界各地に広がることから、海外の感染症流行地域からの帰国者等、

身近なところからの患者発生が危惧されています。 

季節性インフルエンザや感染性胃腸炎は、例年秋から冬にピークを迎え春ごろまで発生が続

く場合もあり、医療機関や福祉施設等での集団感染も発生しています。 

結核の新規登録患者数は減少傾向にあるものの、平成 29（2017）年の罹
り

患率（人口 10

万対）は全国 13.3、東京都 16.1、北多摩北部 12.5 であり、低まん延国といわれる 10.0

に到達していません。また、東京都では、新規登録患者のうち外国出生患者数の割合が平成

22（2010）年以降増加しており、平成 29（2017）年は 15.4％で全国の 9.1 を大きく上

回っています。当圏域は 10.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都の HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者は 20 歳代から 30 歳代、エイズ患者は 30

歳代から 40 歳代が大きな割合を占めています。医療の進歩により、早期発見・早期治療を行

うことで、感染前とほとんど変わらない地域生活が送れるようになっています。また、HIV 陽

性者の予後が大きく改善され、療養が長期にわたるようになり、慢性腎臓病など長期合併症へ

 平常時より、住民が適切な予防行動をとれるよう、普及啓発や関係機関の連携体制を

推進します。 

平常時より、連携体制を推進することにより、感染症の基盤整備を推進し、感染症の

発生予防、早期発見及びまん延防止を図ります。 

結核罹患率の推移 



第２章 安全な暮らしのための健康危機管理 

 - 155 - 

の対応が求められています。 

平成 27（2015）年以降、梅毒の患者報告数が男女とも急増しており、特に 20 歳代女性

の割合が増加しています。推定感染原因別では、男女ともに異性間性的接触による報告数が増

加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

課    題 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

秋から冬にかけて流行する季節性インフルエンザとノロウイルス等の感染性胃腸炎については、

感染拡大のリスクが高い高齢者や乳幼児等の施設、医療機関、学校等で、毎年、集団発生事例が

あります。発生時は、保健所・施設・市が連携し、迅速な初動調査を行い、二次感染予防対策を

徹底して、新たな患者の発生防止に努めていますが、平常時からの基盤整備が必要です。そのた

めには、感染症マニュアルの整備、研修等の実施・参加など、各職員が連携し、組織的に取り組

む体制づくりが重要です。また、市民が基本的な予防や受診行動がとれるよう普及啓発を継続的

に行うことが必要です。 

新型インフルエンザなどの新興・再興感染症の流行に備え、医療体制の強化、感染症発生状況

の早期把握と迅速な対応体制や情報発信の強化、組織横断的な連携強化等、基盤整備に取り組む

必要があります。 

梅毒患者報告数の推移  

資料：東京都感染症情報センターホームページ「梅毒の流行状況」 

(人) 

(人) 

梅毒患者報告数の推移（推定感染原因別） 
男性・同性間性的接触と異性間性的接触の比較 
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新登録結核患者数は減少傾向にありますが、今後の高齢化の進展、高まん延国からの入国者の

増加等により、結核治療のための医療施設の確保と同時に早期発見のための普及啓発が必要です。

結核は、症状が改善された後も長期にわたる服薬が必要で、その間に病識の低下や薬の飲み忘れ、

治療中断などが生じることがあります。引き続き、DOTS1実施率を維持し、個別の患者の状況

に応じたきめ細やかな支援により、DOTS の質を高めることが必要です。医療機関や施設等の

職員や利用者が結核を発病した場合、他の患者や職員、利用者等に感染させる可能性も高く、時

には集団感染となる事例があり、対策が必要です。 

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）陽性者が感染後の早い時期から身近な地域で医療を受けられる

ことや、保健・医療・福祉の連携により、HIV 陽性者の地域での療養支援が必要です。 

HIV 及び梅毒等の若い世代への普及啓発や検査体制の環境整備を行う必要があります。 
 

今後の取組 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

 
 

保健所は、医療機関からの届出や地域の感染症流行状況について当圏域版の感染症週報2を作

成し、ホームページへの掲載等により、発生状況を速やかに還元します。関係機関は感染症週報

等の活用により、季節性インフルエンザや感染性胃腸炎などの圏域の発生状況をすみやかに把握

し、感染症予防に努めます。 

また、保健所は、施設等における感染症対策の核となる人材を育成し、施設の感染症マニュア

ルの整備、標準予防策3の徹底、感染症発生時の適切な対応等の普及啓発、組織的な対応の体制

整備の促進を図ります。施設等関係機関は、患者の発生や集団発生時には、保健所と連携し、ま

ん延防止に努めていきます。 

新たな感染症の発生に備え、関係機関との会議の開催、患者発生時訓練、研修会・講習会等の

実施により、当圏域の連携体制の強化に努めます。 

 

実施主体 具体的な施策（取組目標） 

市民 
◇手洗い、咳エチケットという基本的な感染症予防 

◇感染症発症時の適切な受診行動 

医療機関 

◇感染症患者発生時の保健所への速やかな届出 

◇院内感染対策の徹底 

◇海外渡航者等の医療体制整備と発生時訓練 

                                                
1 DOTS：直接服薬確認療法。医師・看護師・保健師・薬剤師等が患者の服薬を直接確認する治療法。服薬支援

者が目前で患者の服薬を確認する。 
2 感染症週報：感染症法に規定された疾患の患者を診断した医師からの届出を調査集計し、地域でどのくらい発

生したのかをまとめたもの。全国版は国立感染症研究所、東京都版は東京都健康安全研究センターが発信してい

る。 
3 標準予防策：米国の CDC（疾病管理予防センター）が提唱した感染予防策の基本となるもの。汗を除くすべ

ての体液、血液、分泌物、排泄物は感染の危険性があるという考え方を背景に、すべての患者を対象に、手洗い、

生体物質に対する手袋、マスク、エプロンなどの着用、針刺し防止の内容を行う。対象となる病原体によって感

染経路別予防策（空気感染予防策、飛沫感染予防策、接触感染予防策）を加える。 

感染症対策基盤整備の推進 

 

圏域重点プラン 
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福祉施設 
◇感染症対策マニュアルの作成等による平常時からの対策及び発生時対応の徹底 

◇日常からの職員の健康管理、利用者の健康観察 

学校 
◇予防教育の充実  

◇発生時の拡大防止策の徹底 

市 
◇感染症についての普及啓発 

◇予防接種率の向上 

保健所 

◇感染症発生動向調査や関係機関からの情報収集と発信 

◇平常時からの標準予防策、疾病別予防策の普及啓発と訓練の実施 

◇医療福祉関係者に対する教育研修の充実と相互連携の推進 

◇発生時の相談、調査、指導、感染拡大防止措置の実施 

参照：131 ページ 健康危機管理体制の充実 

 

 保健医療の指標 

項目 方向・目標値 把握方法 

正しい手洗い等の普及啓発 充実させる 
市からの報告 

事業報告等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所の取組 ～ 手洗い教材の貸出し ～  （保健所） 

手洗いは感染症予防の基本ですが、日ごろの癖で十分な手洗いができていない場合も多くあ

ります。そこで、保健所では、手洗いの手順や手技を見直していただく教材を貸し出していま

す。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、手洗いの後、特殊ライトで照らし、洗い残し

部分が目に見えるものです。 

 保育園での毎年行事としての取組や、インフルエンザのシーズン前に、職員が手洗いを視覚

的に確認し予防行動がとれるように啓発している事業所等があります。 

 

                               

                              

コラム 

多摩小平保健所オリジナルキャラクター「あらうさぎ」が教える正

しい手洗い方法 

https://tokyodouga.jp/19VyJJEbrgE.html（東京動画） 

 

https://tokyodouga.jp/19VyJJEbrgE.html
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薬剤耐性菌検出情報提供体制の構築   （各医療機関） 

薬剤耐性菌対策は、世界保健機関（ＷＨＯ）の警鐘により喫緊の国際課題とされ、日本で

も、平成 28（2016）年に薬剤耐性対策アクションプランが策定されました。耐性菌を伝播

させない、新たな耐性菌を作り出さない、保菌・無症状の状態であっても、その検出情報を院

内で共有し、医療機関間においても情報を共有する体制づくりが求められています。 

当圏域においても、平成 28（2016）年 12 月、感染症の基幹医療機関である、公立昭和

病院、多摩北部医療センターをはじめ、複数の病院の医師から、薬剤耐性菌を検出した際の病

院間の情報提供の体制づくりについて提案があり、検討会が設置されました。 

検討会議を計３回開催し、薬剤耐性菌対策について共通認識を持つとともに、転院時に用い

る薬剤耐性菌検出情報提供書の試用・検証を行いました。その後、情報提供書を圏域の共通様

式とし、運用ルールを定めて使用しています。 

 

※薬剤耐性（ＡＭＲ）とは、病原体が変化して抗生物質・抗菌薬が効かなくなることです。 

コラム 


